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本書は、県道須玉・八ケ岳公園線建設工事に先立って1993年度に行われた、八ヶ岳南麓の山

梨県北巨摩郡大泉村西井出に所在する甲シ原遺跡の第５次発掘調査の報告であります。

本遺跡が位置する八ケ岳南麓は、縄文時代を中心とする遺跡が数多く存在する地域でありま

す。本遺跡の存在する大泉村には、国指定史跡となっております金生遺跡のほか、天神遺跡や

寺所遺跡といった著名な遺跡があり、歴史的環境に大変恵まれた地域となっております。

本遺跡は1989年度より発掘調査が実施されてきました。これらの調査結果については現在整

理作業中でありますが、縄文時代および平安時代の住居跡が76軒発見されるなど、県内で有数

の大規模な集落遺跡として注目を受けました。特に縄文時代の住居跡から出土した多量の遺物

は、他地域との交流や縄文時代の文化を考える上で貴重な成果を提供しております。

今回は、第５次調査地区といった一部にすぎませんが、僅か約1000,2の面積ではありますが

両サイドに環状に展開するであろう集落と集落との中間地点に位置し、この部分にいったいど

んな時期の遺構が存在するのか大変興味深い地点でありました。結果的には、おもしろいこと

に前期と中期を繋ぐ時間的空白部分を埋める時期の遺構が発見され、生活の営みの継続性と遺

構の分布の変遷過程を考える上で貴重な成果が得られました。遺構は縄文時代前期神之木式期

１軒・諸磯ｂ式の彩色土器の極めて良好な破片資料が得られたほか、大型の直勇鎌、パステル

形石器といった他地域との交流や文化を考える上で興味深い資料が得られました。

以上のとおり、甲シ原遺跡は縄文時代の集落を主体とする遺跡で、県内でも有数の規模を誇

るものと考えられます。本報告書が、近年特に関心の高い八ヶ岳南麓の歴史を究明する一資料

として、多くの方々にご利用いただければ幸甚です。

末筆ながら、種々 のご協力を賜った関係機関各位、並びに直接調査と整理などに従事してい

ただいた多くの方々に厚く御礼申し上げます。

1994年３月

山梨県埋蔵文化財セソター

所長大塚初重



掲載した図面の縮尺は、原則として、住居跡は60分の１，士坑は30分の１および60分の１，溝・

ピット群などは120分の１、土器実測図・拓本は３分の１，石鑑などの小型の石器類は３分の

２、その他の石器は２分の１であるが、特殊な遺構および遺物はこの限りではない。

拓本で両面を載せてあるものは、断面右側が表面、左側が内面である。

石器の内、磨石などの磨面には:::::::::::のスクリソトーソがかけてある。

遺構平面図のスクリソトーソは次のとおりである。
へ．蓬.．．,・・，琴．-・ず．・５号...５魂；

焼土亙吋溌饗
ｆ，心一・．.言.:さ.'．．.f,・５:､f,９．．．．，

遺構平面図のイソレタは次のとおりである。

●土器▲石器・△石・■炭化物

遺構番号は命名した順番については１次～４次調査の結果をふまえて行ったため、便宜上通し

番号で記した。このため、本文中でもこれに従って途中からの番号が記されていることについ

て了承して頂きたい。
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１．本報告書は、県道須玉・八ケ岳公園線建設工事に先立って、1993年度に行った甲シ原遺跡の第

５次発掘調査報告書である。

２．本報告書は山本茂樹・野代幸和が編集した。執筆分担は次により、原則として文末に明記した

が、分析依頼・委託した部分については、文頭に記した。また、考察は調査関係者の協議を経

て、執筆されたものである。

山本茂樹・野代幸和・三田村美彦（調査研究課）

村松佳幸（山梨県埋蔵文化財セソター調査員）

白川綾（奈良大学学生）

吉川純子（パレオ・ラボ）

3．遺物の接合、復元、実測、トレースおよび図版作成にいたる過程において、下記の方々の協力

を得た。

平重蔵・長田てる美・斉藤律子・有賀ひろ子・中込星子・北村春美・高野員寿美・岩間友子・

金杉玲子・小林裕子・石原恵

4．遺跡の写真撮影は、それぞれの年度の発掘担当者が撮影し、遺物写真は山本茂樹・野代幸和が

おこなった。

５．炭化物の同定はパレオ・ラボに、彩色土器の鑑定は国立歴史民俗博物館の永島正春氏に依頼し

た。またパステル形石器につては富山市教育委員会の藤田富士夫氏に鑑定して頂いた。

６．調査の図面・写真・遺物は山梨県埋蔵文化財セソターに保管してある。
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